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  第 ２ 章 乗車券類の発売 

第 １ 節 通 則 

〔乗車券類の種類〕 

第15条 乗車券類の種類は、次のとおりとする。 

(１) 普通乗車券 

 
     

片道乗車券 

（以下「片道券」という。） 

往復乗車券 

（以下「往復券」という。） 

特別補充乗車券 

（以下「特別補充券」という。） 

上記を総称して、以下「普通券」という。 

（２）定期乗車券 

通勤定期乗車券 

（以下「通勤定期券」という。） 

通学定期乗車券 

（以下「通学定期券」という。） 

上記を総称して、以下「定期券」という。 

（３）回数乗車券（以下「回数券」という。） 

（４）団体乗車券（以下「団体券」という。） 

（５）貸切乗車券（以下「貸切券」という。） 

（６）列車指定券 

プレミアムカー券 

 

ライナー券 

   

〔乗車券類の発売箇所〕 

第16条 乗車券類は、駅又は当社が発売を委託したものが営む営業所におい 

  て発売する。 
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２ 駅員無配置駅から乗車した旅客、係員の承諾を得て無札で乗車した旅 

  客に対しては、前項の規定にかかわらず、列車内において発売すること 

  ができる。 

 

〔乗車券類の発売範囲〕 

第17条 乗車券類は、発売駅（当社が発売を委託したものが営む営業所に 

  あっては、その所属する駅）から有効なものに限って発売する。ただし、 

  特別補充券・定期券・団体券・貸切券又は列車指定券を発売する場合を 

  除く。 

 

〔乗車券類の発売日〕 

第18条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用 

  開始となるものを発売する。 

 (１) 定期券は、通用開始日の14日前から発売する。 

 (２) 団体券又は貸切券は、運送引受後であって旅客の始発駅出発日の14 

  日前から発売する。 

 (３) 列車指定券は、旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。 

 

〔割引乗車券等の不正使用の場合の取扱〕 

第19条 第24条の規定による割引普通券、第25条の規定による旅客運賃割 

  引証、第27条の規定による通学定期券若しくは通学証明書を、使用資格 

  者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使 

  用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。 

 

 

 

〔発行者に対する制裁〕 

第20条 旅客運賃割引証、通学証明書を、発行者が使用資格者以外の者に 

  対して発行し、又は記名人以外の者に使用させたときは、第115条及び第
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116条の規定により収受する旅客運賃及び増運賃をその発行者から収受

することがある。 

 

〔旅客運賃割引証及び通学証明書発行の監査〕 

第21条 当社は必要に応じて旅客運賃割引証及び通学証明書の出納又は発 

  行の適否、所定の者以外に対する発行の有無、その他正規に反する取扱 

  いの有無等について、監査することができる。 

 

〔割引証及び証明書が無効となる場合及びこれを使用できない場合〕 

第22条 旅客運賃割引証・通学証明書は、次の各号の１に該当する場合は、 

  無効として回収する。 

 (１) 記載事項が不明となったものを使用したとき。 

   (２) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。 

 (３) 有効期間を経過したものを使用したとき。 

   (４) 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。 

 (５) 記名人以外の者が使用したとき。 

２ 旅客運賃割引証及び通学証明書は、次の各号の１に該当する場合は、 

  使用することができない。 

 (１) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発

行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。 

   (２) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。 

〔無効となる割引証で購入した乗車券の効力…規78 記入事項を訂正した

場合の証印…規12〕 
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第 ２ 節 普通券の発売 

〔普通券の発売〕 

第23条 普通券は次の各号によって発売する。 

 (１) 片 道 券 

    旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道１回乗車（以下   

  「片道乗車」という。）する場合に発売する。ただし、その乗車が折返 

    しとなる場合を除く。 

 (２) 往 復 券 

  旅客が片道券を発売できる区間を往復１回乗車（以下「往復乗車」     

という。）する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間、又は旅 

客運賃が異なるものを除く。 

〔旅客運賃の計算…規36 旅客運賃の計算に使用するキロ程又は区間…規

37 普通旅客運賃…規43～47 普通券の様式…規87～88 乗車変更…規

103  旅行開始前の払いもどし…規123〕 

 

 

 

 

〔被救護者割引普通券の発売〕 

第24条 当社の指定する救護施設に保護され又は救護されるもの（以下「被 

  救護者」という。）が旅行する場合で、第25条の規定による被救護者旅客 

  運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証１枚について１人１ 

  回に限り、片道又は往復の割引普通券を発売する。 

２ 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるた 
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  め、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時 

  に同一区間の乗車券を購入するときは、被救護者１人について付添人１ 

  人に限って前項の規定を準用する。 

３ 前項の規定によって付添人に対して割引普通券を発売する場合は被救 

  護者が往路用の片道券を購入するときであっても、付添人に対して往復 

  券を発売することがある。 

〔割引率…規47 乗車券の効力…規81〕 

 

 

 

 

〔被救護者割引証〕 

第25条 被救護者は、前条の規定によって割引普通券を購入する場合はそ 

  の保護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・ 

  乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年令・有効期限・ 

  付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年令・発行年月日・施設の 

  所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契 

  印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものと 

  する。 

２ 前項の被救護者旅客運賃割引証の様式は次のとおりである。 
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３ 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から１箇月間とする。 

 

 

 

 

 

３ 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から１箇月間とする。 
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第 ３ 節 定期券の発売 

〔通勤定期券の発売〕 

第26条 常時同一の駅間を乗車する旅客が定期券購入申込書に必要事項を記 

  入して提出した場合は、通勤定期券を発売する。 

２ 定期券購入申込書の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔通勤定期旅客運賃…規48 通勤定期券の様式…規89 

定期券の発売駅…細89の5〕 
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〔通学定期券の発売〕 

第27条 次の各号の１に該当する学校（以下「指定学校」という。）の学生・ 

  生徒・児童又は幼児が通学のため、常時、同一の駅間を乗車する場合で、 

  その在籍する指定学校の代表者が当社所定の証明書用紙に、必要事項を 

  記入して発行した通学証明書を提出し、又は第80条第１項第２号に規定 

  する通学定期券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期券購入申込書に 

  必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定 

  学校もより駅との相互間について通学定期券を発売する。 

 (１) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定による小学校・義

務教育学校・中学校・中等教育学校・高等学校・高等専門学校・大学・

特別支援学校及び幼稚園。ただし、通信教育の学校については、当社

の指定した期間中に限る。 

  (２) 前号以外の国公立の学校（修業期間が１箇年以上であって、かつ、 

  １箇年の授業時間700時間以上のもの）であって、当社の指定したもの。 

 (３) 学校教育法第124条及び同法第134条の規定によって設立した私立学

校（修業期間が連続して12箇月以上で、かつ、１箇年の授業時間700時

間以上のもの）であって、当社の指定したもの。 

(４) 外国の大学、大学院又は短期大学の日本校のうち、学校教育法施行 

  規則（昭和22年文部省令第11号）第155条第１項第４号、第155条第２ 

  項第６号又は第156条第３号の規定により、我が国において、外国の 

  大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教 

  育制度において位置づけられた教育施設として文部科学大臣が指定し

たものであって、当社の指定したもの。 
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２  通学証明書の様式は、次のとおりとする。 

 

様式① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （裏無地） 
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様式② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏無地） 

 

３  通学証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間とする。 

〔通学定期旅客運賃…規48  通学定期券の様式…規89 

定期券の発売駅…細89の5〕 
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第 ４ 節  回数券の発売 

〔回数券の発売〕 

第28条 同一区間をしばしば乗車する旅客に対して、11券片の回数券を発 

  売する。 

２ 前項の規定によって回数券を発売する場合、１券片の区間は片道普通 

  券を発売できるものに限る。 

３ 前各項の規定により発売する回数券は身体障害者・知的障害者割引回 

  数券及び通学割引回数券の発売に限る。 

 

〔通学割引回数券の発売〕 

第28条の２ 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学 

  校の学生・生徒が、面接授業又は試験のため、区間及び経路を同じくし 

  て乗車する場合で、その在籍する学校の代表者において必要事項を記入 

  して発行した通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した 

  ときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間につ 

  いて通学割引回数券を発売する。 

 (１) 放送大学学園法（平成14年法律第156号）第４条の規定により設置     

された大学の学生。ただし、別に定める学生に限る。 

 (２) 通信教育を行う高等学校の生徒。 

２ 前項の規定によって通学割引回数券を発売する場合、割引の回数券に 

  より発売する。 

３ 通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、別に定める。 
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４ 通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、発行の 

  日から１箇月間とする。 

 

第 ５ 節 団体券の発売 

〔団体券の発売〕 

第29条 発着及び目的を同じくして25人以上一団体となって旅行する場合 

  で、あらかじめその人員・行程・乗車すべき列車その他輸送計画に必要 

  な事項を申し出て、当社の承認を受けた団体の旅客で、次の各号の１に 

  該当するものに対しては、旅客運賃を割引した団体券を発売する。 

 (１) 学校団体 

  ①  次の１に該当する学校等の学生等とその付添人及び当該学校の教職

員（嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。）によって構成さ

れた団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教

育振興法（昭和29年法律第143号）第２条に規定するへき地学校で、市

町村教育委員会が証明したものは、その人員が25人未満のときであっ

ても、この取扱いをする。 

 イ．指定学校の学生・生徒・児童又は幼児 

  ロ．児童福祉法第39条に規定する保育所の児童及び同法第39条の２に

規定する幼保連携型認定こども園の児童 

② 前号の付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の１

に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客１人につき１人

とする。 

 イ．幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校３学年以下の児童である

とき。 

 ロ．不具又は虚弱のため、当社において付添の必要を認めるとき。 

 (２) 普通団体 

 前各号以外の旅客によって構成された団体で、責任ある代表者が引 

率するもの。 

２  前項に規定するものの外、当社において特に必要と認め、旅行目的、 

 



 乗車券類の発売 規 則 

 

  割引を受ける者の資格等特別の運送条件を定めた団体（以下「特殊団体」 

  という。）の旅客に対して、旅客運賃の割引をした団体券を発売すること 

  がある。 

〔団体旅客運賃…規51 団体券の様式…規91 団体券の発行駅…細91の３〕  

 

〔団体取扱条件の指定〕 

第30条 団体旅客の乗車方法その他の取扱条件は、その都度定める。 

 

〔責任人員〕 

第31条  臨時列車の設定又は客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅 

  客に対しては、その団体の申込人員の９割に相当する人員（１人未満の 

  は
．
数は、切り捨てる。）を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない 

  場合であっても、責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条 

  件として運送の引受を行うことがある。 

２  団体旅客の運送引受後、団体申込人員の変更を行う場合は、同時に責 

  任人員の変更を行う。 

 〔実際乗車人員が責任人員に満たない場合に収受する旅客運賃…規55〕 

 

〔団体旅客に対する保証金〕 

第32条  団体旅客の申込者は、次の各号の１に該当する場合は、その申込 

  人員に対する団体旅客運賃の１割に相当する額（100円未満のは
．
数は100 

  円に切り上げる。）を保証金として、当社に納付するものとする。 

 (１) 団体旅客に対して責任人員をつけた場合。 

 (２) 前号の外、当社が特に必要と認めた場合。 

２  前項の規定による保証金は、当社において指定した日までに団体券を 

  購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納 

  付しなかったときは、その申込が取り消されたものとみなす。 

３  保証金の納付後において、当社の責に帰さない事由によって申込者が、 

  その申込を取り消したときは、これを返還しない。 
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４  団体申込人員の変更を行ったときは、保証金の納付前の場合にあって 

  は、変更後の人員・行程に対する保証金を納付させ、又、保証金の納付 

  後にあっては納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不 

  足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。 

５  保証金の納付後において、当社の責任となる事由によって引受条件の 

  一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき 

  団体旅客運賃が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがあ 

  る。 

６  保証金は、団体券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額が 

  あってもその過剰額は返還しない。 

７  保証金は、次の各号の１に該当する場合に限り、その納付額全額の返 

  還を行う。 

 (１) 当社の都合によって解約した場合。 

 (２) 天災事変等の原因によって、団体の旅行ができなくなった場合。 

８  保証金に対しては利子を附さない。 

 

第 ６ 節  貸切券の発売 

〔貸切券の発売〕  

第33条 旅客があらかじめその人員・行程その他輸送計画に必要な事項を 

  申し出て列車の全部又は一部を貸切る場合で、当社が契約した場合は貸 

  切券を発売する。 

〔貸切旅客運賃…規56  貸切旅客運賃の最低額…規57〕 

 

〔貸切旅客に対する保証金〕 

第34条 第32条の規定は貸切旅客の場合に準用する。 
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  第 ７ 節 列車指定券の発売 

〔列車指定券の発売〕 

第35条 列車指定券は、プレミアムカー券、ライナー券を必要とする列車に 

  乗車する旅客に対して、乗車日・乗車列車・座席・乗車区間を指定して発 

  売する。 

   (１）列車指定券を購入せずに乗車した旅客に対しては、列車内において 

      乗車区間を指定した列車指定券を車内用端末機等で発売する。この場 

      合、座席の指定を省略することができる。 

   (２）輸送上の都合によって、座席の指定を省略することができる。 

 

  


